
 
 

令和 6 年度 
社会福祉法⼈⻄都市社会福祉協議会 事業計画 

 
Ⅰ 基本方針 

今日、少子高齢化の進展やそれに伴う認知症高齢者の増加、一人暮らし高齢者世帯の増
加など社会構造は大きく変化し続けており、地域社会においては、社会的孤立や経済的困
窮といった深刻な生活課題を抱える人や世帯が増加しています。その多くは複雑・多岐に
わたる生活課題を抱えており、中には自ら支援を求めることができず、生活課題が表面化
しない場合もあり、地域社会から見えにくい潜在的なニーズは想像以上にあると考えられ
ます。また、日本で新型コロナウイルス感染症の患者発生が報告されてから、わたしたち
の生活や社会全体に大きな影響を及ぼし、地域では人と人とのつながりが希薄になり、生
活領域における支え合いの基盤が脆弱化し、孤独・孤立の深刻化、より複雑化・複合化し
た課題を抱え、対応が困難なケースが浮き彫りとなるなど、地域に大きな爪痕を残してい
ます。 

こうした地域社会の変容と直面する課題に対して、社会福祉協議会は、自分らしく安心
して暮らすことができるよう、地域全体で助け合い、支えあう「地域共生社会」を目指し
た支援体制の構築と切れ目のない包括的・重層的な支援の実現が期待されております。 

一方、本会の逼迫する財政状況等を改善することを目的に取り組んでいます経営改善計
や⻄都市地域福祉活動計画に基づき、引き続き持続的な社会福祉協議会の確立に向けて経
営改善の取組みについて協議を行っていきます。あわせて、職員の資質向上の取組みを進
め、将来に向けた組織体制構築に向取り組んでいきます。 
 

このような状況を踏まえ、本会は次の４点を基本方針として取り組むこととします。 
１ 地域社会との連携強化 
（１）地域住⺠等との連携・協働により、地域福祉の推進に努めます。 
（２）「地域生活課題」について、市行政と密接に連携しながら、地域の住⺠や組織と協

力して早期発見・早期対応に努めます。   
２ 権利擁護と説明責任 
（１）個人の自己決定と選択を尊重し、個人の尊厳が護られる生活の実現を支援します。 
（２）対話を積極的かつ丁寧に行い、説明責任を果たします。 
３ コンプライアンスと組織力強化 
（１）関係法令や法人の経営理念、諸規程を遵守するとともに、社会的慣習等を踏まえた

経営に努めます。 
（２）戦略的な組織マネジメントにより、組織力の強化を図ります。 
４ 経営改善計画に基づいた経営基盤の確立 
（１）経営的視点を重視し、安定的な財務基盤の確立に努めます。 



 
 

（２）経営状況や財務状況を正確に把握し、透明性の高い組織運営を行います。 
 
Ⅱ 基本理念 

「みんなで支え合う地域福祉のまち・⻄都」 
住⺠主体の地域福祉を推進する中核的な組織として、地域共生社会づくり、つながる安

心社会づくり、時代に合わせた新たな仕組みづくりを推進していきます。 
 
Ⅲ 重点事項 

令和６年度は、本会の経営改善と地域における福祉活動の充実を推進することとし、効
果的な事業展開を目指して以下の重点事項を推進します。 
１ 経営改善計画で設定した事業改善、財政健全化、人材育成の方針を確実に実施します。 
２ 令和６年度は、第３次⻄都市地域福祉活動計画（５年計画）の５年目を迎えることか

ら、第４次地域福祉活動計画への見直し作業を行います。 
３ 重層的な支援体制構築に向けた行政との継続的な協議に取り組みます。 
 
Ⅳ ＜各係の主な取り組み＞ 
法人運営部門                                  
■総務係 
地域福祉を推進する中核的な団体として、地域住⺠や市⾏政・各関係機関・団体との連

携を強化し、理事会及び評議員会において組織運営の透明性と中立性、公平性、安定性の
確保に努めます。また、職員が働きやすい環境を整備するとともに、働き方改革関連法の
趣旨に沿った取り組みを進めます。 

さらに、経営環境の変化や財政状況が厳しさを増す中、改めて的確な現状認識と将来予
測を行い、日々の業務の中で、何が課題であり現時点で何を為すべきかを考え、社協とし
ての強み・総合力を活かした方向性や目標を打ち出すとともに、地域福祉を推進するため
の基盤確立に向け見直しを継続して行い、経営的視点、費用対効果を意識した対策に取り
組みます。 

令和６年度は、以下の５項目を重点にして各事業に取り組みます。 
（１）理事会・評議員会の運営 
（２）経営改善計画に基づく財務・事業等の進捗管理 
（３）総合福祉センターの適正な管理及び機能の充実 
（４）コンプライアンス研修等による職員教育及び人事評価実施等による人材育成の推進 
（５）情報収集・発信・共有機能の強化及び広報・啓発活動の推進 
 
【主な事業概要】 
（１）指定管理事業＜財源：市委託事業＞ 

福祉活動の拠点として、市条例に基づいて各事業を適正に実施し、各種福祉情報の提



 
 

供等を総合的に行うとともに、高齢者の介護予防や健康維持増進及び地域福祉関係団体
の活性化に取り組み、市⺠に広く利活⽤される施設づくりに努めていきます。 

[概要] 
・⻄都市地域福祉センター指定管理 （令和 6 年 4 月 1 ⽇〜令和 11 年 3 月 31 日） 
・⻄都市⽼⼈福祉センター指定管理 （令和 6 年 4 月 1 ⽇〜令和 11 年 3 月 31 日） 

 
（２）広報・情報発信事業＜財源：共同募金助成金・自己財源＞ 

広報誌「⻄都社協だより」の発⾏やホームページを活用し、社協活動紹介や関係団体
による関連情報を広く市⺠等に提供し、地域福祉活動の理解と福祉意識の啓発が図れる
ように取り組みます。 

 
（３）赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金活動 

共同募⾦に対する地域住⺠の理解を⼀層深めるため、住⺠が住⺠を⽀えるお互いさま
の仕組みを積極的に情報発信しながら充実させるとともに、運営委員会、審査委員会を
開催し、住⺠の意識を反映した募⾦活動及び募⾦配分に努めます。 

 
（４）歳末たすけあい募金助成事業＜財源：歳末たすけあい募金＞ 

共同募金（歳末たすけあい募⾦）からの助成を受け、⺠⽣委員児童委員協議会や福祉
推進会などの参加・協力のもと実施していきます。 

・歳末ほっと宅配便事業 
・見守り活動事業 

 
地域福祉活動推進部門                              
■地域福祉係 
地域福祉を推進する上で、地域における住⺠の主体的な活動はその基本となる取り組み

となります。その活動の基盤となる区福祉推進会など各地域活動団体と連携・協働して、
「支え合う関係」「つながりの再構築」に向けて取り組みの充実を図るとともに、福祉意
識の醸成に向けた教育活動も推進してまいります。 

令和６年度は、以下の５項目を重点にして各事業に取り組みます。 
（１）地域福祉活動の充実 
（２）福祉教育の推進 
（３）ボランティア活動の推進・支援 
（４）地域福祉活動計画見直しに向けた取り組み 
（５）災害ボランティアセンターの組織基盤強化 
 
【主な事業概要】 
（１）小地域ネットワーク事業＜財源：市補助事業・共同募金助成事業・自己財源＞ 



 
 

地域でお互いに助け合う取り組みが充実するように、地域住⺠や関係機関等と協働
し、福祉推進会活動の支援を行い、地域福祉活動の推進及び個別生活課題の把握に努め
ます。 
・地域の福祉力強化推進事業の推進 
・ふれあい・いきいきサロン事業の推進 
・区⻑、⺠⽣委員児童委員、福祉協⼒委員との連携・強化 

 
（２）ボランティアセンター事業＜財源：市補助事業・県社協助成事業＞ 

ボランティア活動の普及啓発及び相談、支援、育成、情報提供など地域のボランティ
ア活動の推進と支援を行っていきます 

また、活動中の事故などに備えるボランティア活動保険の窓口業務も行いながら、ボ
ランティア団体などが安心して活動を推進できるよう支援を行います。 

 ・ボランティア希望者とボランティア活動先とのコーディネート 
 ・担い手の発掘と育成に向けた体験活動及び養成講座 
 ・災害ボランティアセンターの設置に向けた組織基盤強化 

・ボランティア連絡協議会の活動支援 
・ボランティア活動の啓発及び情報提供（ホームページ媒体の活用） 

 ・ボランティア活動保険及びボランティア行事用保険の窓口業務 
・レクリェーション用具の貸し出し 

 
（３）福祉教育事業 

福祉教育の更なる推進に向けて、市教育委員会や⺠⽣委員児童委員協議会等と連携し
て、学習・体験内容の体系的な整理、地域課題、福祉課題の発見と、解決に向けた学び
など、地域共生社会の実現に向けた人権と福祉への理解を深める取り組み等を検討して
いきます。 

 
（４）一般介護予防事業＜財源：市委託事業＞ 

高齢者の一般介護予防・生活支援の観点から住⺠主体の通いの場を充実させ、⼈と⼈
とのつながりを通じて参加者及び協力者（ボランティア）や関係機関等の協力を得て、
高齢者等が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援を行います。 

本年度から、５地区での実施（東米良地区を除く）を行っていきます。 
 
（５）第１層生活支援コーディネーター業務受託事業＜財源：市委託事業＞ 

地域生活を支える仕組みを構築するため、第１層生活支援コーディネーター（地域支
え合い推進員）を引き続き配置し、⻄都市全域を対象に、地域住⺠や関係機関と協働し
て、既存の取り組み、組織などを活かした資源開発や、人と人、人と資源、資源と資源
を繋げる仕組みづくりに取り組みます。 



 
 

 ・社会資源の開発（既存の取り組みや組織の活用含む） 
 ・関係機関などとのネットワーク形成 
 ・地域における生活支援体制づくりの推進 
 
相談支援・権利擁護部門                             
■相談サポート係 

住み慣れた地域で安心して生活が送れるように、地域の身近な総合相談窓口として、行
政や関係機関との連携を強化し、地域住⺠の様々な課題の解決に向けた⽀援を⾏います。  
 特に、⻑引くコロナ禍や物価⾼騰等の影響により、⽇常⽣活の維持が困難な世帯に対し
て、包括的な相談支援を継続的に行ってまいります。 
 また、判断能⼒が⼗分でない⽅でも、安⼼して⾃⽴した⽣活が送れるよう、⻄都市成年
後見支援センターを中心に各事業連携して、総合的な権利擁護体制の構築を推進します。 
 さらに、多様化、複雑化する地域課題の解決に向け、社会福祉法人間の連携・協働を目
的に設⽴された「⻄都市社会福祉法⼈連絡会」の活動においては、⽣活課題解決に向けた
取り組みを行ってまいります。 

令和 6 年度は、以下の４項目を重点にして各事業に取り組みます。 
（１）⺠⽣委員児童委員等と連携した情報収集の強化と、迅速・的確な課題解決に向けた

対応 
（２）他の機関と連携して、積極的に対象者の居る場所に出向く相談援助（アウトリーチ） 
（３）複雑化・複合化した支援ニーズに包括的に対応する重層的支援体制を展望した総合

的な相談体制の構築 
（４）各社会福祉法人の連携による生活課題へ対応した取り組みの推進 
 
【主な事業概要】 
（１）ふれあい総合相談センター事業＜財源：市補助事業＞ 

総合相談窓口として、継続して専任職員を配置するとともに、弁護士による無料法律
相談（毎月第３火曜日 13：30〜16：00）を実施します。 

高齢者、障がい者、ひきこもり、経済的困窮等、どの制度でも対応できない問題を抱
えた（制度の狭間にある）人や複合的な課題のある世帯等への支援に向け、必要に応じ
て関係機関と協働で問題・課題の解決に努めます。 

 ・他組織や他機関との連携・協働による相談対応の充実 
 ・「みやざき安心セーフティネット事業」参画法人との連携強化 
  ※「みやざき安心セーフティネット事業」とは、社会福祉法人による自主的な社会貢

献の取り組みとして、生活困窮者等の自立を支援することを目的に、社会福祉法人
（施設）、社会福祉協議会、関係団体等と連携・協働しながら総合生活相談事業や
経済的援助（現物給付）を行う事業です。 

 ・重層的支援体制整備（市からの委託事業として想定される）に向けた市及び関係機関 



 
 

との協議 
  ※重層的⽀援体制整備とは、既存の相談⽀援等の取り組みを活かしつつ、地域住⺠の

複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談
支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業です。 

 
（２）生活福祉資金貸付事業＜財源：県社協委託事業＞ 

⺠⽣委員児童委員との連携のもと、低所得者世帯や障がい者世帯、高齢者世帯等を対
象に資⾦の貸付事務や相談⽀援を⾏い、その世帯の経済的⾃⽴や⽣活意欲の助⻑促進を
図ります。また、新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付の借受人に対
しては、継続的な関りを持ち、貸付金の償還相談や生活再建に向けた相談援助を行いま
す。 

 
（３）⻄都市成年後⾒⽀援センター事業＜財源：市委託事業＞ 
  成年後⾒制度利⽤促進に係る中核機関として⻄都市成年後⾒⽀援センターを設置して
おり、出前講座や講習会等の広報活動を積極的に展開し、市⺠への制度の普及啓発に努
めます。また、新たに後見人等候補者受任調整会議を設置し、より本人に適した後見人
等の選任をサポートします。 

 ・成年後見制度に関する積極的な広報活動の推進 
 ・成年後見制度に関する相談対応や申立て支援 
 ・後見人等候補者受任調整会議の設置 
 ・日常生活自立支援事業から成年後見制度へのスムーズな移行の支援 
 
（４）法人後見事業＜財源：成年後見人等報酬、市補助事業＞ 

認知症、知的障がい、精神障がい等によって物事を判断する能力が十分でない方に対
し、本会が成年後見人、保佐人若しくは補助人となり、成年後見制度に基づく後見事務
（財産管理や身上保護）を行い、安心して日常生活が送れるよう自己決定の支援を行い
ます。（令和 6 年 3 月 10 日現在 23 名受任） 

新たな後見受任にあたっては、弁護士や司法書士、社会福祉士等で構成している法人
後見受任検討委員会において、受任の是非を慎重に判断して支援に取り組みます。 

 
（５）日常生活自立支援事業＜財源：県社協委託事業＞ 

軽度の認知症等で、判断能力はあるが、自分一人では福祉サービスの利用等に不安が
ある方を対象に、契約に基づき福祉サービスについての相談、助言、利用手続きの補助、
利用料の支払いなどを行います。（令和 6 年 2 月末現在 35 名利用） 

また、日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行が必要な契約者については、
成年後見支援センターと連携し、スムーズな移行支援を行います。 

 ・契約やマニュアルに基づく適正な業務の実施 



 
 

 ・市⺠及び関係機関への広報活動の充実 
 
（６）⻄都市社会福祉法⼈連絡会事務局＜他法⼈との連携事業、⼀部市補助⾦あり＞ 

社会福祉法⼈連携による地域における公益的な取組の推進を⽬的に設置された⻄都市
社会福祉法人連絡会の事務局として、構成法人と連携して事業を実施します。 

 ・⻄都市社会福祉法⼈連絡会を活⽤した連携・協働の場づくり 
 ・法人の連携協働による新規事業の創設 

（フードバンク、お米宅配便、買い物サポート、すっきりクリーン） 
 
（７）⻄都市⺠⽣委員児童委員協議会事務局＜財源：市補助事業＞ 

⺠⽣委員法に基づき、厚⽣労働⼤⾂が委嘱する⺠⽣委員児童委員（定員 88 名、現委員
80 名）の連絡・調整や委員への研修などを実施する協議会の事務局を担います。 
・理事会の開催及び地区定例会の支援 
・委員の相談支援、関係機関との連携支援 
・研修会などの調整 

 
（８）⻄都市⾼齢者クラブ連合会事務局（さわやか⻄都クラブ）＜財源：市補助事業＞ 

高齢者同士の仲間づくりを通して、生きがいと健康づくり、生活を豊かにする活動を
行うと共に、その知識や経験を生かして、地域の様々な団体と連携・協働を図りながら、
地域を豊かにする活動に取り組んでいる高齢者クラブの事務局を担います。 

また、時代や社会の変化に応じた組織や活動のあり方を検討していきます。 
 ・理事会及び会⻑会等の開催 
 ・単位クラブ活動等の支援 
 ・会員の維持拡大に向けた新たな取り組みの創出 
 
■包括支援センター係 

高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、
高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援などを幅広く把握して、相談に対応すると
ともに、地域における保健・医療・福祉サービスの各機関または各制度の適切な利用に繋
げる等の支援を行います。 

相談体制においては、専門職である３職種(保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員)
が課題に的確に対応して早期に課題解決につながる連携体制の構築に努めます。 
 また、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供できる地域包括ケアシステ
ムの実現のために、「地域ケア会議」で協議された個別課題から地域課題を把握して、そ
の課題解決に向けて地域づくりや資源開発につなげる中核的な役割を担っていきます。 

令和 6 年度は、以下の 5 項目を重点にして各事業に取り組みます。 
（１）高齢者等の多様な相談を総合的に受け止め、尊厳ある生活の継続のために必要な支



 
 

援につなげます（総合性） 
（２）介護保険制度のみならず、多様な社会資源を有機的に結びつけます（包括性） 
（３）高齢者の心身の変化に応じて、生活の質を確保しつつ、自立支援に向けて、自らが

課題解決に取り組めるよう継続的な支援の視点を意識します（継続性） 
（４）地域の高齢化率の推移、世帯形態の予測、将来の課題を見据えた予防的対応に取り

組みます（予防性） 
(５) 業務継続計画(BCP)に沿った業務実施に努めます。 
 

【主な事業概要】 
（１）包括支援センター事業＜財源：市委託事業＞ 

①総合相談窓口事業 
本⼈、家族、近隣住⺠、地域のネットワーク等を通じた相談から、情報把握を⾏い

緊急対応の必要性や専門的・継続的な関与の必要性を判断し、関係機関と連携して対
応するとともに実態把握の訪問を行います 

また、個別の課題・ニーズに対しては、解決に向けた相談支援を行います。 
②権利擁護事業 

高齢者が、地域において尊厳ある生活を維持し、安定して生活を行うことができる
ように、権利擁護事業の広報啓発を行って窓口の周知を図り、虐待等の権利擁護にか
かる課題の早期発見・早期対応に努めます。また、市及び成年後見支援センターと連
携し、成年後見利用支援の促進に努めます。 

③包括的・継続的マネジメント事業 
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治

医、地域の関係機関との連携、施設や在宅サービス提供事業所との連携など、個々の
高齢者の状況の変化に応じ多職種相互が協力して包括的かつ継続的に支援できる、地
域包括ケアシステムづくりをすすめます。 

④介護予防ケアマネジメント（第 1 号介護予防支援事業） 
介護予防支援・介護予防支援マネジメントでは、自立した生活が送れるよう生活課

題を明確にし、その改善に自らが取り組むことができるよう、状態の改善や悪化予防
に向けたマネジメントの提供を行います。 

また、多様なサービスの提案や、地域資源との連携により、本人の持てる能力が活
かせるように支援します。 

 
（２）第２層生活支援コーディネーター業務受託事業＜財源：市委託事業＞ 

単身高齢者や高齢者夫婦のみの世帯、認知症高齢者の増加が見込まれる中、多様な生
活支援体制の構築に向けて、新たなサービス創出及びその担い手となる事業主体の支援
に努めるとともに地域(南地区対象エリア：妻南、都於郡、三納、三財)における協働体
制の充実・強化を図ります。 



 
 

 
（３）認知症地域支援推進業務事業＜財源：市委託事業＞ 

高齢化の進展に伴い認知症高齢者の増加が予測されており、認知症の進行に伴う当事
者及びその家族の行動、心理症状を把握・理解し、地域による支援体制の構築に努めま
す。 

また、認知症を⽀える住⺠の認知症ステップアップ講座や、オレンジカフェ（毎月第
４木曜日開催）、認知症ＳＯＳネットワーク協働体制構築、運転免許証自主返納高齢者
の実態把握などを実施します。 

 
介護・生活支援サービス部門                        
■訪問介護係 

地域に住む誰もが、住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らしていけるように、セ
ルフケア（自立・自助）の啓発にも取り組みながら、地域共生社会に対応していくことが
できるように様々な制度を活用して支援していきます。 

災害時の対応については、利用者と共に平時の備えにも取り組み、ＢＣＰ発動時には適
切に対応をすることができるように、定期の見直し等も行っていきます。 

介護保険、障害福祉サービスの提供にあたっては、制度の十分な理解と法令遵守のもと、
利用者や家族との信頼関係を深め、適正な事業運営に取り組みます。 

 また、経営的視点から事業収支を分析するとともに、安定した経営に向けてホームヘ
ルパー等の介護専門職の確保も継続して行っていきます。  

令和 6 年度は、以下の 4 項目を重点にして各事業に取り組みます。 
（１）法令遵守と安定経営に向けた事業運営 
（２）事業所内の事例検討会や各種研修の積極的な受講による、職員の資質向上 
（３）各制度の理解と対人援助技術の向上による相談業務の充実 
（４）虐待防止・身体拘束適正化委員会、感染症対策委員会等の開催 
 
【主な事業概要】 
（1）訪問介護事業＜財源：介護保険事業＞ 

ホームヘルパーが、介護支援専門員の「居宅サービス計画書」に基づいて作成された
「個別サービス計画書」により利用者の自宅を訪問し、家事援助等のサービスを提供し
ます。また、様々な制度の知識や介護技術の習得によるホームヘルパーの資質の向上に
努め、利用者の実態に応じたサービスと、利用者及び家族との信頼関係を構築する事に
よる満足度の高いサービス提供に取り組みます。 

 
（2）障害居宅介護事業・地域支援事業＜財源：障害福祉サービス事業＞ 

医療機関や、相談事業所と連携し、利用者の状況に応じた対応を検討して、ホームヘ
ルパーの派遣を行い、家事援助等のサービスを提供します。 



 
 

ホームヘルパーについては、各種疾患、障がいを持たれた方に対応できる専門性を高
めるために、研修等を利用し必要な介護技術の向上に努めます。 

 
（3）障がい者生活サポートセンター＜財源：障害福祉サービス事業・市委託事業＞ 

障がいのある方が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、サービ
ス利用計画を作成するとともに、利用者や家族、介助者の方などからの相談に応じ、障
害者・児等基幹相談支援センターや地域包括支援センターとの連携を行い必要な情報の
提供や、権利擁護のための必要な援助を行います。また、医療ケアの必要な障がい児に
ついては、医療との連携に努め支援していきます。経営的視点からは、事業収支を分析
するとともに、健全な事業運営に努めます。 

 


